
令和３年１２月 

各 位 

木野農業協同組合 

 

振込手数料の改定について 

 

日頃よりＪＡバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 さて、令和４年１月１日（土）より振込手数料を改定いたしますので、下記の通りお知らせいたし

ます。 

 今回の改定は、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークにおける内国為替制度運営費の創設

ならびに事務コストを踏まえ、手数料体系の見直しを行うものです。 

 特に個人 IB（インターネットバンキング）を利用した振込は、振込手数料を一律月１回まで無料

とし、個人 IB をご利用いただきやすいような内容としました。 

今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、変わらぬ 

ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。 

 

記 

１． 改定日    

令和４年１月１日（土） 

 

２． 改定内容 

 
          ※１万円未満の区分を廃止致しました。 

          ＊1 個人 IB（インターネットバンキング）は、一律月１回まで無料。 

以 上  

 

(消費税込/円)

5万円以上 0 220
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5万円以上 0 440 770

文書扱 0 440 660
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       　 　　相手先

  区分
当組合内

他農協･信連

･漁協等

銀行･信金

信組等

（改定幅）

(＊1)


